
◎ 農地法第１８条第６項（永小作地の合意解約）通知書の必要書類等について

必要数

1 １部

2 ３部

3 １部

4 １部

5 １部

6 １部

※所有者の現住所と登記簿謄本に記載されている住所が異なる場合は、住民票等が必要です。

　　　◆職員確認事項 　担当地域農業委員の確認 □

提出書類等

※相続登記が出来ていない場合は、遺産分割協議書または通知書・合意解約書に相続人全員
の押印等が必要です。

通知書

合意解約書（市　１部、当事者用　２部）

申請地の土地登記簿謄本（全部事項証明書）　　【法務局】

申請地の位置図（住宅地図の写し）

現況写真
（１筆毎に２～４枚程度で、１筆全体が分かるもの　撮影日を記載する）

賃貸借契約書の原本または写し


